
令和7年（2025年）10月31日 
 

令和６年度（2024年度）市町村決算の概要について 

 

＜普通会計＞ 

○ 県内市町村の令和６年度（2024年度）決算規模は、歳入総額が1兆1,898億円、歳出総

額が1兆1,396億円で、歳入、歳出ともに前年度と比べて増加しました。 

○ 令和６年度（2024年度）決算においては、次のような特徴があります。 

・歳入面では、定額減税の影響により個人市町村民税が減少し、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金の減により国庫支出金が減少した一方で、国税収入の増

等により地方交付税が増加し、定額減税による減収を補填するための交付金が創設さ

れました。 

・歳出面では、平成２８年熊本地震や令和２年７月豪雨に係る災害復旧事業の減等によ

り災害復旧事業費が減少した一方で、人事院勧告による給与改定等により人件費の増

加、認定こども園等に係る施設型・地域型給付費や児童手当・児童扶養手当等の増に

より扶助費の増加、物価高騰により物件費が増加しました。 

○ 財政健全化の判断指標である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び

将来負担比率について、早期健全化基準を超える県内市町村はありません。 

 
 
【参考1】県内市町村の決算収支                         （単位：億円、％） 

区分 令和５年度 令和６年度 増減額 増減率 

歳入総額 A 11,583 11,898 315 2.7 

歳出総額 B 11,077 11,396 320 2.9 

形式収支 C=A-B 506 502 ▲5 ▲ 0.9 

翌年度繰越財源 D 148 122 ▲26 ▲17.6 

実質収支 C-D 359 379 21  5.8 

（注）表示単位未満を四捨五入のため、合計が一致しない場合がある。以下同じ。 

 

 

【参考2】県内市町村の財政指標及び積立金                    （単位:億円、％） 

 

 

 

区分 令和５年度 令和６年度 増減 増減率 

経常収支比率 89.9 91.6 1.7 - 

実質公債費比率 8.7 8.9      0.2 - 

積立金現在高 3,009 3,069 60 2.0 

 

財政調整基金 1,200 1,189 ▲11 ▲0.9 

減債基金 471 489 18 3.7 

その他特定目的基金 1,338 1,391 53 4.0 
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＜公営企業会計＞ 

○ 県内市町村の上水道事業、病院事業、下水道事業等の公営企業の事業数は、令和６年

度（2024年度）で166事業（前年度比▲1事業）となっており、決算規模は、1,895億

円で、前年度と比べて減少しました。 

○ 令和６年度（2024年度）決算においては、次のような特徴があります。 

・決算規模の主な減少要因は、病院事業における建設改良費の減少により、資本的支出

が減少したことによるものです。 

・公営企業全体では、法適用企業で赤字額が増加。主に病院事業において、新型コロナ

関連補助金の減少による減収や、物価高騰に伴う費用増加が影響し、全体での黒字幅

が縮小。黒字事業は121事業、赤字事業は45事業となりました。 

○ 財政健全化の判断指標である資金不足比率について、経営健全化基準（２０％）を超

える事業はありません。（健全化法上の資金不足がある公営企業会計は１会計（山鹿

市：山鹿市病院事業会計：15.3％） 
 
【参考3】県内市町村の公営企業数と決算規模             （単位：事業、億円、％） 

 事業数 決算規模 

令和５年度 令和６年度 増減 令和５年度 令和６年度 増減額 増減率 

水道（含簡水） 49 47 ▲2 410 422 12 2.9 

交通 1 1 0 35 39 4 11.4 

病院 13 13 0 775 740 ▲35 4.5 

下水道 84 84 0 662 657 ▲5 ▲0.8 

その他 20 21 1 24 37 13 54.2 

合計 167 166 ▲1 1,906 1,895 ▲11 ▲0.6 

※ 一部事務組合及び公営企業型地方独立行政法人が経営するものを含む。以下同じ。 

 

【参考4】県内市町村全体の経営状況                      （単位:百万円） 

区分 

黒字 赤字 

令和５年度 令和６年度 令和５年度 令和６年度 

金額 事業数 金額 事業数 金額 事業数 金額 事業数 

法 

適 

用 

上水道 4,226 25 3,235 25 41 4 163 5 

簡水 18 3 152 9 0 0 70 4 

交通 117 1 0 0 0 0 138 1 

病院 1,018 6 3,006 1 3,666 7 6,729 12 

下水道 3,966 38 2,955 58 233 11 457 21 

その他 27 4 20 2 0 0 14 2 

小計 9,372 77 9,368 95 3,940 22 7,570 45 

法 

非 

適 

用 

簡水 608 17 80 4 0 0 0 0 

下水道 368 35 57 5 0 0 0 0 

その他 238 16 238 17 0 0 0 0 

小計 1,214 68 376 26 0 0 0 0 

合計 10,585 145 9,744 121 3,940 22 7,570 45 

 
担当者 市町村課 富田、倉永 

内線：31641、31659 直通：096-333-2107 
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災害救
助法適

用

R７年８
月豪雨

うち財調
基金

うち減債
基金

うちその他
特目基金

熊本市 ○ 431,338 421,833 9,506 6,839 ▲ 112 95.4 0.68 493,248 34,782 5,032 7,000 22,751 214,886

八代市 ○ 73,638 71,853 1,785 1,641 ▲ 312 93.7 0.50 81,135 12,042 3,774 3,070 5,198 35,429

人吉市 25,785 24,676 1,109 777 ▲ 438 98.1 0.44 25,495 6,309 966 3,553 1,790 9,543

荒尾市 28,058 27,588 470 317 ▲ 1,278 99.6 0.48 16,864 5,446 1,752 628 3,067 12,677

水俣市 17,546 16,464 1,082 1,066 ▲ 615 94.7 0.38 16,358 4,891 2,305 1,101 1,485 9,087

玉名市 ○ 37,837 36,428 1,409 1,214 ▲ 410 97.4 0.44 29,330 7,339 4,006 743 2,590 18,652

山鹿市 37,489 34,352 3,137 2,961 ▲ 202 99.0 0.34 30,556 17,469 5,407 6,067 5,996 17,856

菊池市 31,301 30,230 1,071 646 480 95.9 0.45 27,314 11,717 7,455 590 3,672 15,747

宇土市 22,591 21,993 598 25 ▲ 671 95.8 0.49 21,334 7,118 3,559 652 2,907 10,180

上天草市 ○ 23,895 22,849 1,047 728 ▲ 158 95.2 0.26 21,627 8,509 4,162 653 3,694 10,655

宇城市 ○ 36,599 34,076 2,523 836 ▲ 613 97.9 0.40 40,309 17,092 10,446 1,149 5,498 18,545

阿蘇市 21,315 19,818 1,497 1,042 92 91.6 0.35 19,244 5,432 2,248 188 2,995 10,276

天草市 ○ 61,062 56,715 4,346 4,021 972 91.8 0.28 45,593 20,154 11,716 4,992 3,445 30,753

合志市 31,260 29,977 1,283 1,141 272 91.6 0.63 19,236 9,164 4,860 632 3,673 15,358

市  計 879,714 821,336 30,863 23,252 ▲ 2,989 95.6 0.44 887,643 167,464 67,686 31,018 68,760 429,645

市  計
（熊本市除く） 448,376 415,806 21,357 16,413 ▲ 2,878 95.6 0.42 394,395 132,682 62,654 24,018 46,009 214,759

美里町 ○ 8,591 8,145 446 333 61 99.5 0.22 7,028 4,272 1,777 393 2,102 4,654

玉東町 ○ 6,505 6,074 431 354 ▲ 195 92.7 0.30 2,841 2,981 446 379 2,156 2,265

南関町 7,299 6,977 323 172 48 91.2 0.39 7,827 3,024 1,028 308 1,688 3,923

長洲町 ○ 8,624 8,245 379 362 81 91.8 0.50 7,353 1,472 1,263 84 126 4,472

和水町 10,442 10,182 260 221 ▲ 271 95.8 0.26 7,681 9,687 2,650 1,960 5,078 4,516

大津町 21,530 19,672 1,858 1,456 1,013 90.5 0.73 16,606 5,515 2,745 551 2,219 9,470

菊陽町 24,333 23,082 1,251 905 ▲ 2 94.5 0.95 19,699 4,908 1,976 389 2,543 10,218

南小国町 6,384 5,910 474 378 ▲ 12 93.1 0.20 3,050 4,295 1,868 21 2,407 2,674

小国町 7,988 6,863 1,125 921 518 85.8 0.25 6,058 2,681 1,584 249 848 3,656

産山村 2,697 2,562 135 106 83 83.7 0.15 2,307 1,382 1,078 84 221 1,324

高森町 9,665 9,557 108 68 120 79.1 0.27 5,145 5,694 2,575 10 3,110 3,342

西原村 7,057 6,673 384 286 ▲ 44 90.4 0.36 8,753 4,251 2,405 182 1,663 3,652

南阿蘇村 12,067 11,414 653 634 ▲ 183 95.9 0.21 18,628 4,921 1,401 290 3,230 6,482

御船町 16,496 15,820 675 510 ▲ 88 88.3 0.36 12,526 5,702 1,968 290 3,444 5,858

嘉島町 7,500 6,945 555 39 ▲ 274 88.8 0.60 8,099 2,987 1,624 189 1,174 3,571

益城町 23,502 22,425 1,077 877 ▲ 207 97.3 0.49 50,276 8,563 1,123 2,464 4,976 9,708

甲佐町 ○ 15,782 13,901 1,881 1,764 348 84.7 0.30 9,772 8,008 1,759 490 5,759 4,258

山都町 16,602 15,210 1,393 757 ▲ 361 85.6 0.24 8,964 3,951 1,962 366 1,623 7,649

氷川町 ○ 9,347 8,911 436 424 ▲ 246 93.4 0.28 5,433 2,583 1,134 90 1,359 4,350

芦北町 14,042 13,611 432 391 ▲ 497 92.5 0.36 13,670 6,048 1,421 1,601 3,025 6,611

津奈木町 4,662 4,461 202 124 ▲ 30 89.3 0.24 2,993 3,981 942 637 2,401 2,228

錦町 7,764 7,507 257 146 30 89.7 0.40 5,327 3,813 1,491 921 1,401 3,754

多良木町 8,342 7,807 536 470 16 83.4 0.23 6,108 4,265 1,115 727 2,423 4,272

湯前町 5,209 4,868 341 246 8 89.1 0.17 3,611 2,550 1,093 124 1,333 2,172

水上村 5,205 4,538 667 634 ▲ 97 85.9 0.17 3,346 4,928 721 584 3,623 2,048

相良村 4,885 4,612 273 99 100 85.0 0.20 3,560 2,896 1,968 79 849 2,510

五木村 4,425 4,190 235 184 ▲ 149 92.2 0.21 3,643 3,127 912 298 1,916 1,478

山江村 5,575 5,013 562 467 ▲ 179 95.2 0.16 3,404 2,858 983 312 1,564 2,107

球磨村 7,338 6,756 582 278 ▲ 258 81.9 0.15 6,041 5,518 1,221 2,163 2,133 2,381

あさぎり町 14,463 13,356 1,108 815 395 90.4 0.24 11,959 10,092 5,262 1,279 3,552 6,644

苓北町 5,767 5,488 278 268 246 87.4 0.40 5,639 2,483 1,728 360 395 3,584

町村計 310,092 290,776 19,315 14,690 ▲ 26 89.8 0.32 277,348 139,436 51,225 17,872 70,339 135,827

市町村計 1,189,806 1,139,628 50,178 37,943 ▲ 3,016 91.6 0.36 1,164,992 306,900 118,911 48,890 139,099 565,472
市町村計

（熊本市除く） 758,468 717,795 40,672 31,103 ▲ 2,904 91.5 0.35 671,744 272,118 113,880 41,890 116,348 350,586

令和６年度（2024年度）　市町村別決算状況一覧表
　（単位：百万円、％）

市町村名 歳入 歳出 形式収支 実質収支
実質

単年度
収支

標準
財政
規模

経常
収支
比率

財政力
指数

地方債
現在高

積立金
現在高

※ 表示単位未満を四捨五入しており、表内において一致しない場合がある。
※ 小数点第一位まで計上している数値の単位は「％」、それ以外は「百万円」である。

また、「％」で示されている数値の市計、町村計及び市町村計はそれぞれの該当団体の数値の単純平均である。
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（単位：百万円、％）

実質赤字比率

R5 R6 増減 R6
早期健全化

基準 R6
早期健全化

基準 R5 R6 増減 R5 R6 増減 R5 R6 増減

熊本市 ○ 93.0 95.4 2.4 － (　11.25 ) － (　16.25 ) 5.5 5.9 0.4 92.9 93.1 0.2 11,548 12,032 484

八代市 ○ 93.3 93.7 0.4 - (　11.59 ) - (　16.59 ) 9.6 9.7 0.1 83.3 79.3 ▲ 4.0 6,589 6,844 255

人吉市 94.3 98.1 3.8 - (　13.41 ) - (　18.41 ) 7.7 7.8 0.1 9.0 - ▲ 9.0 3,844 4,519 675

荒尾市 95.5 99.6 4.1 - (　12.98 ) - (　17.98 ) 9.6 10.1 0.5 92.8 88.1 ▲ 4.7 3,839 2,380 ▲ 1,459

水俣市 91.5 94.7 3.2 - (　13.50 ) - (　18.50 ) 9.5 10.3 0.8 2.7 - ▲ 2.7 2,855 3,406 551

玉名市 ○ 97.6 97.4 ▲ 0.2 - (　12.56 ) - (　17.56 ) 8.5 7.8 ▲ 0.7 17.9 30.5 12.6 5,431 4,749 ▲ 682

山鹿市 97.0 99.0 2.0 - (　12.60 ) - (　17.60 ) 9.6 9.4 ▲ 0.2 - - - 12,193 11,474 ▲ 719

菊池市 90.2 95.9 5.7 - (　12.73 ) - (　17.73 ) 9.1 9.7 0.6 1.2 5.6 4.4 8,173 8,045 ▲ 128

宇土市 94.9 95.8 0.9 - (　13.30 ) - (　18.30 ) 11.6 12.0 0.4 - 0.0 - 4,209 4,211 2

上天草市 ○ 92.9 95.2 2.3 - (　13.23 ) - (　18.23 ) 11.6 11.7 0.1 - - - 4,778 4,815 37

宇城市 ○ 96.1 97.9 1.8 - (　12.57 ) - (　17.57 ) 10.7 11.0 0.3 23.2 30.4 7.2 11,562 11,595 33

阿蘇市 92.9 91.6 ▲ 1.3 - (　13.29 ) - (　18.29 ) 8.9 8.9 0.0 54.2 45.6 ▲ 8.6 2,253 2,436 183

天草市 ○ 91.7 91.8 0.1 - (　11.77 ) - (　16.77 ) 9.5 9.0 ▲ 0.5 - - - 17,423 16,708 ▲ 715

合志市 91.4 91.6 0.2 - (　12.75 ) - (　17.75 ) 7.0 6.5 ▲ 0.5 - - - 4,915 5,492 577

美里町 ○ 96.5 99.5 3.0 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 8.1 9.2 1.1 - - - 2,209 2,170 ▲ 39

玉東町 ○ 92.5 92.7 0.2 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 6.1 6.4 0.3 - - - 839 825 ▲ 14

南関町 89.2 91.2 2.0 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 8.1 7.8 ▲ 0.3 18.2 22.0 3.8 1,284 1,336 52

長洲町 ○ 93.5 91.8 ▲ 1.7 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 6.4 6.5 0.1 44.2 37.9 ▲ 6.3 1,326 1,347 21

和水町 94.5 95.8 1.3 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 10.3 10.1 ▲ 0.2 - - - 4,791 4,610 ▲ 181

大津町 89.9 90.5 0.6 - (　13.43 ) - (　18.43 ) 6.5 7.1 0.6 - - - 3,274 3,296 22

菊陽町 91.8 94.5 2.7 - (　13.30 ) - (　18.30 ) 6.7 8.2 1.5 24.9 52.7 27.8 2,965 2,365 ▲ 600

南小国町 88.3 93.1 4.8 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 6.6 7.5 0.9 - - - 1,899 1,889 ▲ 10

小国町 85.6 85.8 0.2 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 9.0 9.5 0.5 - - - 1,431 1,833 402

産山村 85.4 83.7 ▲ 1.7 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 8.2 8.3 0.1 - - - 1,137 1,162 25

高森町 73.4 79.1 5.7 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 5.0 4.9 ▲ 0.1 - - - 2,404 2,585 181

西原村 93.1 90.4 ▲ 2.7 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 8.5 8.8 0.3 - - - 2,638 2,587 ▲ 51

南阿蘇村 95.4 95.9 0.5 - (　14.24 ) - (　19.24 ) 12.7 14.0 1.3 22.3 23.5 1.2 1,670 1,691 21

御船町 89.0 88.3 ▲ 0.7 - (　14.51 ) - (　19.51 ) 14.2 14.2 0.0 - - - 2,243 2,258 15

嘉島町 86.3 88.8 2.5 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 10.7 10.9 0.2 66.7 61.1 ▲ 5.6 2,079 1,813 ▲ 266

益城町 93.1 97.3 4.2 - (　13.38 ) - (　18.38 ) 10.0 10.5 0.5 22.4 38.7 16.3 3,393 3,587 194

甲佐町 ○ 83.7 84.7 1.0 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 7.9 8.7 0.8 - - - 2,128 2,249 121

山都町 83.2 85.6 2.4 - (　13.85 ) - (　18.85 ) 3.9 4.0 0.1 4.2 - ▲ 4.2 2,025 2,328 303

氷川町 ○ 99.9 93.4 ▲ 6.5 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 13.3 13.0 ▲ 0.3 7.9 9.7 1.8 1,481 1,224 ▲ 257

芦北町 89.5 92.5 3.0 - (　14.19 ) - (　19.19 ) 4.9 5.1 0.2 - - - 2,739 3,022 283

津奈木町 84.8 89.3 4.5 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 3.5 3.6 0.1 - - - 1,491 1,579 88

錦町 84.9 89.7 4.8 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 8.9 9.3 0.4 2.5 4.7 2.2 2,371 2,412 41

多良木町 82.5 83.4 0.9 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 9.0 9.0 0.0 - - - 1,816 1,842 26

湯前町 85.3 89.1 3.8 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 5.7 6.1 0.4 - - - 964 1,217 253

水上村 84.5 85.9 1.4 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 11.7 12.1 0.4 - - - 1,194 1,305 111

相良村 84.9 85.0 0.1 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 8.7 8.3 ▲ 0.4 - - - 1,994 2,047 53

五木村 91.4 92.2 0.8 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 11.9 12.5 0.6 - - - 1,283 1,210 ▲ 73

山江村 88.8 95.2 6.4 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 9.3 8.5 ▲ 0.8 - - - 1,286 1,295 9

球磨村 80.8 81.9 1.1 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 6.9 7.5 0.6 - - - 3,120 3,384 264

あさぎり町 85.7 90.4 4.7 - (　14.18 ) - (　19.18 ) 8.3 8.5 0.2 - - - 6,113 6,541 428

苓北町 87.7 87.4 ▲ 0.3 - (　15.00 ) - (　20.00 ) 12.5 12.5 0.0 18.1 6.1 ▲ 12.0 1,900 2,088 188
市町村
平均/計

89.9 91.6 1.7 － － 8.7 8.9 0.2 167,099 167,803 704

※　実質公債費比率の早期健全化基準：　25％　

※　将来負担比率の早期健全化基準　：350％

※　（　）内の数値は、各団体の早期健全化基準（財政規模に応じて設定）である。

※　前年度に引き続き、全団体で実質赤字額や連結実質赤字額はなかった。

市町村名
連結実質赤字比率 実質公債費比率

※　実質赤字額や連結実質赤字額等がない場合は、「－」と表記している。

将来負担比率経常収支比率

令和６年度（2024年度）市町村決算に係る健全化判断比率等一覧

積立金現在高
（財政調整基金＋減債基金）

災害救
助法適

用

R７年８
月豪雨
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 用 語 の 説 明   

 

 

  
 

人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経

費）に、地方税、地方交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源

（経常一般財源）等がどの程度充当されたかを示すもの。 

 → この比率が低いほど、普通建設事業費等の臨時的経費に充てる財源があ

り、財政構造が弾力性に富んでいる。 
 

【 （経常経費充当の一般財源等額  ／  経常一般財源等総額） × 100％ 】 

※ 分母の「経常一般財源等総額」には、臨時財政対策債発行額等を加算して算出する。 

 

 

 

 
 

福祉、教育、まちづくり等の実施に伴う地方公共団体の一般会計等の赤字の

程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの。 
 

【 （一般会計等の実質赤字額 ／ 標準財政規模） × 100％ 】 
 

・早期健全化基準※1 以上の団体：財政健全化計画の策定が義務づけられる。 

・財政再生基準※2 以上の団体：財政再生計画の策定が義務づけられ、総務大臣の 

同意を得ていなければ、地方債発行が制限される。

※1 早期健全化基準：財政規模に応じて 11.25～15% ※2 財政再生基準：20% 

 

 

 

 
 
すべての会計の赤字と黒字を合算し、その赤字の程度を指標化し、地方公共

団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すもの。 

 

【 （連結実質赤字額 ／ 標準財政規模） × 100％ 】 
 

・早期健全化基準※1 以上の団体：財政健全化計画の策定が義務づけられる。 

・財政再生基準 ※2 以上の団体：財政再生計画の策定が義務づけられ、総務大臣の 

同意を得ていなければ、地方債発行が制限される。

※1 早期健全化基準：財政規模に応じて 16.25～20% ※2 財政再生基準：30% 

 

 

【経常収支比率】：経常的な収入に占める経常的な支出の割合 

【実質赤字比率】：財政規模に占める赤字額の割合 

【連結実質赤字比率】:財政規模に占める公営企業を含む赤字額の割合 
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借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、財政負

担の程度を示すもの。（過去 3年間の平均値） 

 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 

（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 

 

・平成 18 年度に地方債の発行手続きが許可制度から協議制度に移行した際、従来用い

られてきた「起債制限比率」を厳格化・透明化の観点から見直し、新たに導入された。 

・早期健全化基準※1 以上の団体：財政健全化計画の策定が義務づけられる。 

・財政再生基準※2 以上の団体：財政再生計画の策定が義務づけられ、総務大臣の 

同意を得ていなければ、地方債発行が制限される。 
 

※1 早期健全化基準：25% ※2 財政再生基準：35% 
 

・なお、この指標が 18％以上の団体は、地方債の発行について許可を要する。 

 

 

 
 

地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性の

ある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合い

を示すもの。 
 

将来負担額－(充当可能基金額＋特定財源見込額＋ 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額) 

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) 

 

・早期健全化基準（350%）以上の団体：財政健全化計画の策定が義務づけられる。 

・将来負担比率には財政再生基準は設けられていない。 

 

 

 

【 資金の不足額 ／ 事業の規模 × 100% 】 

 ・資金の不足額 

（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした 

地方債の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額 

 （法非適用企業）＝（歳出額＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした 

地方債現在高－歳入額）－解消可能資金不足額 

【実質公債費比率】：財政規模に占める地方債等の過去３年間の実質的な償還額の割合  

【将来負担比率】：財政規模に対する将来負担すべき実質的な負債の割合 

×100％ 

×100％ 

【資金不足比率】：公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率 
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